
令和９年度大阪府公立学校教員採用選考テスト 大学等推薦制度実施要項 

 

この要項は、令和９年度（令和８年度実施）大阪府公立学校教員採用選考テスト（以下「Ｒ９テスト」という。）

の実施にあたり、令和９年度大阪府公立学校教員採用選考テスト受験案内（以下「Ｒ９テスト受験案内」という。）

に定めるもののほか、一般選考（大学等推薦者）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 推薦の対象となる校種等・教科（科目） 

 ① 小学校 

 ② 小中いきいき連携 

※小学校教諭の普通免許状及び令和８年２月 27 日（金）に公表のＲ９テスト受験案内に記載する募集

教科の中学校教諭の普通免許状が必要です。 

③ 中学校［国語、数学、理科、音楽、美術、技術、家庭］ 

④ 高等学校 

［農業、工業（機械・電気・土木・工業化学・工業デザイン）、商業、家庭・福祉共通］ 

⑤ 支援学校「幼稚部・小学部共通」、「小学部」、「中学部」※、「高等部」※ 

※支援学校「中学部」、「高等部」については、Ｒ９テスト受験案内に記載する募集教科（保健体育を除

く。）が対象です。 

 

２ 推薦の対象となる大学等 

推薦しようとする校種等・教科（科目）の出願に必要な免許状のすべてについて、教諭一種免許状取

得のための課程認定を受けている大学又は推薦しようとする校種等・教科（科目）の出願に必要な免許

状のすべてについて、教諭専修免許状取得のための課程認定を受けている大学院若しくは教職大学院。 

 

３ 推薦人数 

推薦人数は、上記２で定める要件を満たす大学、大学院及び教職大学院（以下、「大学等」という。）

ごとに次の人数を上限とする。なお、大学院又は教職大学院を設置する大学においては、同一校種等・

教科（科目）に限り、大学等の中で推薦人数を振り替えることができる。 

 

 １①及び②については、各２名まで。 

 １③については、各教科２名まで。 

 １④については、各科目２名まで。 

 １⑤については、「幼稚部・小学部共通」は、２名まで。（男性・女性問わない） 

         「小学部」は、２名まで。（男性・女性問わない） 

         「中学部」は、各教科２名まで。 

         「高等部」は、各教科（科目）２名まで。 

 

４ 推薦要件 

次の（１）から（８）のすべての要件を満たし、学長等が推薦する者。 

（１）大阪府公立学校教員となることを第一志望とする者。 

（２）「豊かな人間性」「実践的な専門性」「高い社会性」を有し、教育ボランティア等の教育活動に熱心に

取り組んでいる者。 

（３）大学の区分から推薦する場合にあっては、令和９年３月 31 日までに卒業（出願時点においては見込

み）し、かつ、推薦対象の校種等・教科（科目）の出願に必要な免許状のすべてについて、教諭一種

免許状を現に所有する者又は令和９年４月１日までに取得（出願時点においては取得見込み）する者。

ただし、小中いきいき連携に出願する者については、小学校教諭の普通免許状又は中学校教諭の普通

免許状のいずれか一方が教諭二種免許状である場合、支援学校「幼稚部・小学部共通」に出願する者

については、幼稚園教諭の普通免許状又は小学校教諭の普通免許状のいずれか一方が教諭二種免許状

である場合も含む。 



大学院又は教職大学院の区分から推薦する場合にあっては、令和９年３月 31 日までに修了（出願時

点においては見込み）し、かつ、推薦対象の校種等・教科（科目）の出願に必要な免許状のすべてに

ついて、教諭専修免許状を現に有する者又は令和９年４月１日までに取得（出願時点においては取得

見込み）する者。ただし、小中いきいき連携に出願する者については、小学校教諭の普通免許状又は

中学校教諭の普通免許状のいずれか一方が教諭一種免許状又は教諭二種免許状である場合、支援学校

「幼稚部・小学部共通」に出願する者については、幼稚園教諭の普通免許状又は小学校教諭の普通免

許状のいずれか一方が教諭一種免許状又は教諭二種免許状である場合も含む。 

（４）昭和 40 年４月２日以降に出生した者 

（５）公立学校教員としての適性を有し、学業成績が優秀な者（＊） 

（６）地方公務員法第 16 条及び学校教育法第９条に該当しないこと。 

（７）平成 11 年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者（心神耗弱を原因とするもの以

外）に該当しないこと。 

（８）令和８年 12 月 25 日に施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等

の防止等のための措置に関する法律（令和 6 年法律第 69 号）第２条第８項に規定する特定性犯罪事

実該当者ではない者。 

（＊）…学業成績が優秀な者とは、取得単位科目の評価が「優」「良」「可」のうち、「良」以上が８割以

上でかつ「優」以上が５割以上であること。ただし、「優」「良」「可」の評価は、大学等におい

て 100 点満点に換算し、下表のとおりとする。 

    なお、「認定」や「合格」など、評価のつかないものについては、全体の評価数に含めない。 

また、大学院及び教職大学院の区分から推薦する者については、大学院及び教職大学院での取

得単位科目の成績評価とし、大学での成績評価は通算しない。 

      

 

５ 出願方法等 

 （１）出願手順（別紙参照） 

ア 大学等 

① 「推薦書類送付票」及び被推薦者の「推薦書」「成績内訳表」を作成。 

②  ①を下記送付先に出願期間内に簡易書留で郵送。 

イ 被推薦者 

①  電子申請（インターネット）による出願 

※ 被推薦者は、Ｒ９テストにおける他の選考区分等と重複して出願することはできません。 

  出願期間内に申し込み手続きを完了しなかった場合、いかなる理由があろうと受け付けしま 

せん。 

※ 障がいにより電子申請による出願が困難な場合は郵送又は持参による出願が可能です。出願書

類の送付や受験票の交付方法等をご案内しますので、下記の問い合わせ先まで連絡してくださ

い。 

（２）出願期間 

令和８年３月６日（金）10 時から４月 17 日（金）18 時まで 

※ 必要書類は、令和８年 4 月 17 日（金）までの消印があるものに限り有効です。 

※ 被推薦者からの電子申請（インターネット）による出願及び大学等からの必要書類の到着をも  

って出願完了とします。 

（３）送付及び問い合わせ先 

〒５４０－８５７１ （府庁専用郵便番号のため住所記入不要） 

大阪府教育庁 教職員室 教職員人事課 採用グループ 

評価 点数
優 80点以上

良 70点以上80点未満

可 60点以上70点未満



※角形２号封筒の表に「大学等推薦  推薦書在中」と朱書きすること。 

電話番号 ０６－６９４４－６８９５（直通） 

FAX 番号 ０６－６９４４－６８９７ 

 

６ 大学推薦対象者の決定等について 

（１）推薦書等の内容を審査し、一般選考（大学等推薦者）の対象者（以下「大学推薦対象者」とい

う。）を決定する。 

（２）審査の結果、大学推薦対象者とならなかったときは、他の選考区分等（推薦校種等・教科（科目）

に限る。）における受験を希望することができる。 

（３）推薦書等の審査結果は、令和８年６月上旬までに大学等を通じて被推薦者に通知する。 

（４）大学推薦対象者は、第１次選考の受験を免除する。第２次選考受験票ダウンロードについては、 

Ｒ９テスト受験案内に記載する時期に本人あて電子メールを送信する。 

 （５）合否結果通知は、令和８年９月 25 日（金）（予定）に本人あて送付するとともに、 

大学等あて通知する。 

 

７ その他 

（１）大学等推薦対象者として合格した後に、この要項に定める推薦要件を満たさなかった場合は、Ｒ９

テストの合格を取り消します。 

（２）大学等推薦制度による合格者が「大学院への進(在)学者に対する採用保留制度」を希望することはで

きないものとする。 


